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平成 31 年３月 

愛知県国保運営方針連携会議ワーキンググループ 

（給付部会） 

 

 



〇愛知県の高額療養費多数回該当の事例集について 

１ 趣旨・経緯について 

(1)平成 30 年度からの都道県単位化により、高額療養費多数回該当に係る該当

回数は、同一都道府県内の市町村間の異動において世帯の継続性が認められ

る場合、通算することになった。 

(2)この制度改革に伴い、県と市町村が一体となって、国民健康保険に関する事

務を共通認識の下での実施等できるよう、愛知県国民健康保険運営方針にお

いて「高額療養費の多数回該当に係る事例集作成」を優先的取組項目として定

めた。（国民健康保険運営方針第６章１（３）） 

２ 事例集の検討・作成について 

平成 30 年度より国民健康保険運営方針ワーキンググループ（給付部会）に

おいて、事例集の作成のため、検討を行った結果、厚生労働省が平成 30 年 6

月 18 日に提供した「同一都道府県内の異動における世帯継続判定事例集（参

考）」により、事例は整理されているとして、国の参酌基準に基づかない事例

等を各市町村から収集し、事例集として各市町村へ提供することで、事務の標

準化・効率化等を推進することとなった。 

３ 事例集の今後について 

平成 31 年度以降も疑義事例が生じると考えられるため、随時更新していく

こととする。 

 

【世帯の継続性の参酌基準について】 

〇国民健康保険運営方針に基づき、国の参酌基準をもとに世帯の継続性を判定

することし、愛知県が作成した事例集についても、国の参酌基準をもとに判定し

たものである。 

 

≪国の参酌基準≫ 

Ⅰ 単なる住所異動等の一の世帯のみで完結する住所異動の場合には、家計の同

一性、世帯の連続性があるものとして、世帯の継続性を認める。 

※擬制世帯主の異動は、世帯の継続性の判定対象に含めずに考えている。 

○ 一の世帯で完結する異動とは、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）他の国保被保険者を含む世帯と関わらず、当該世帯内の国保被保険者数が

変わらない場合の住所異動。 具体的には、転入及び世帯主の変更を想定。 

 

 

（２）他の国保被保険者を含む世帯と関わらず、資格取得・喪失による当該世帯



内の国保被保険者数の増加又は減少を伴う場合の住所異動。 

具体的には、出生、社会保険離脱、生活保護廃止等による資格取得又は死亡、 

社会保険加入、生活保護開始等による資格喪失を想定。 

 

Ⅱ 世帯分離、世帯合併による一の世帯で完結しない住所異動（他の世帯からの

異動による国保被保険者数の増加や、他の世帯への異動による国保被保険者数

の減少をいう。）の場合には、異動後の世帯主が異動前に世帯主として主宰して

いた世帯との継続性を認める。（この基準により世帯主と住所の両方に変更がな

い世帯に継続性が認められる。） 



高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
事
例
　
世
帯
の
継
続
性
に
つ
い
て

番 号
市
町
村

名
タ
イ
ト
ル

事
例

対
応

対
応
を
行
っ
た
根
拠
等

1
岡
崎
市

Ｙ
市
の
世
帯
員
が
Ｘ

市
の
甲
世
帯
の
世

帯
主
と
し
て
転
入
し

た
場
合

○
Ｙ
市
の
世
帯
員
Ｃ
が
Ｘ
市
の
世
帯
主
と
し

て
転
入
し
た
場
合
、
甲
世
帯
の
継
続
は
。

（
実
例
で
は
な
く
、
参
酌
基
準
に
な
い
例
を

載
せ
て
い
ま
す
。
）

〇
甲
世
帯
の
継
続
性
を
認
め

な
い
。
（
乙
世
帯
の
継
続
性
も

認
め
な
い
）

〇
参
酌
基
準
Ⅱ
（
世
帯
合
併
に
よ
る
一
の
世
帯
で
完
結
し
な
い
住
所
異

動
）
に
よ
り
異
動
の
前
後
で
主
宰
す
る
世
帯
主
が
一
致
し
て
い
な
い
た

め
。

世
帯
継
続
判
定
事
例
集
（
平
成
3
0
年
6
月
1
8
日
）
№
1
4
参
照

2
岡
崎
市
国
保
世
帯
に
擬
制

世
帯
主
が
転
入
し

た
場
合

○
Ｘ
市
の
甲
世
帯
が
Ｙ
市
の
乙
世
帯
と
合

併
。
乙
世
帯
の
Ｃ
擬
主
と
な
る
場
合
、
甲
世

帯
の
継
続
は
。

（
実
例
で
は
な
く
、
参
酌
基
準
に
な
い
例
を

載
せ
て
い
ま
す
。
）

○
Ｙ
市
の
乙
世
帯
は
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
で
は
な

い
の
で
、
甲
世
帯
の
継
続
性

は
認
め
ら
れ
る
。

○
合
併
が
国
保
被
保
険
者
と
の
合
併
で
な
い
こ
と
か
ら
、
国
が
示
す
参

酌
基
準
の
Ⅰ
単
な
る
住
所
移
動
等
の
一
の
世
帯
の
み
で
完
結
す
る
住

所
異
動
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
世
帯
の
継
続
性
を
認
め
る
。

3
岡
崎
市

県
外
か
ら
の
転
入

者
が
当
市
既
存
世

帯
の
世
帯
主
と

な
っ
た
場
合

○
県
外
の
人
が
転
入
し
当
市
既
存
の
世
帯

の
世
帯
主
に
な
っ
た
ら
、
当
市
既
存
の
転
入

さ
れ
る
側
の
世
帯
（
元
世
帯
）
の
継
続
性
は

認
め
ら
れ
る
か
。
（
実
例
で
は
な
く
、
参
酌
基

準
に
な
い
例
を
載
せ
て
い
ま
す
。
）

〇
甲
世
帯
の
継
続
性
を
認
め

な
い
。
（
乙
世
帯
の
継
続
性
も

認
め
な
い
）

〇
国
の
参
酌
基
準
の
前
提

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
に
係
る
該
当
回
数
は
、
世
帯
の
継
続
性

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
同
一
都
道
府
県
内
の
市
町
村
間
で
通
算
す
る
。

世
帯
継
続
判
定
事
例
集
（
平
成
3
0
年
6
月
1
8
日
）
№
1
4
参
照

4
一
宮
市

Ｘ
市
の
甲
世
帯
、
Y

市
の
乙
世
帯
が
、
Ｚ

市
に
転
入
し
た
場

合
に
つ
い
て
(平
成

3
0
年
8
月
転
入
)

○
Ｘ
市
に
８
月
２
９
日
ま
で
甲
世
帯
と
し
て
Ａ

（
住
基
上
世
帯
主
）
が
、
Ｙ
市
に
８
月
２
９
日

ま
で
乙
世
帯
と
し
て
Ｂ
（
世
帯
主
）
が
住
ん
で

い
た
が
、
同
時
に
Ｚ
市
に
転
入
し
Ａ
が
擬
制

世
帯
主
・
Ｂ
が
世
帯
員
と
な
っ
た
。

○
乙
世
帯
の
継
続
性
が
認
め

ら
れ
る
た
め
、
高
額
療
養
費

の
多
数
回
該
当
の
カ
ウ
ン
ト
を

引
き
継
ぐ
。

サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
に
質
問
票
を

送
付
。

○
世
帯
継
続
判
定
事
例
集
（
平
成
3
0
年
6
月
1
8
日
）
№
2
7
、
4
6
を
参
考
と

し
た
。

サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
に
質
問
票
を
送
付
し
、
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
関
係

質
問
回
答
一
覧
表
項
番
１
３
２
の
と
お
り
回
答
が
あ
っ
た
。

5
一
宮
市

Ｘ
市
の
甲
世
帯
が
、

Ｙ
市
に
転
入
し
た
場

合
に
つ
い
て
(8
月

転
入
)

○
X
市
に
8
月
1
日
ま
で
、
甲
世
帯
と
し
て
Ａ

（
世
帯
主
）
Ｂ
（
国
保
世
帯
主
）
の
2
人
が
住

ん
で
い
た
が
、
Ｙ
市
で
は
Ａ
が
擬
制
世
帯

主
・
Ｂ
は
世
帯
員
と
し
て
転
入
し
た
。

○
甲
世
帯
の
継
続
性
が
認
め

ら
れ
る
た
め
、
高
額
療
養
費

の
多
数
回
該
当
の
カ
ウ
ン
ト
を

引
き
継
ぐ
。

サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
に
質
問
票
を

送
付
。

〇
世
帯
の
継
続
性
判
定
事
例
集
（
平
成
3
0
年
6
月
1
8
日
）
№
2
7
を
参
考

に
し
た

サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
に
質
問
票
を
送
付
し
、
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
関
係

質
問
回
答
一
覧
表
項
番
１
３
２
の
と
お
り
回
答
が
あ
っ
た
。

6
小
牧
市

X
市
の
甲
世
帯
が
、

Y
市
に
転
入
し
た
場

合
に
つ
い
て
（
H
3
0
.

５
月
転
入
）

○
X
市
に
５
月
８
日
ま
で
、
甲
世
帯
と
し
て
A

（
世
帯
主
）
B
（
世
帯
員
）
Ｃ
（
社
保
）
の
３
人

が
住
ん
で
い
た
が
、
Y
市
に
C
（
擬
制
世
帯

主
）
A
（
世
帯
員
）
B
（
世
帯
員
）
と
し
て
転
入
し

た
。

○
甲
世
帯
の
継
続
性
は
認
め

る

○
国
が
示
す
参
酌
基
準
Ⅰ
単
な
る
住
所
移
動
等
の
一
の
世
帯
の
み
で

完
結
す
る
住
所
異
動
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
家
計
の
同
一
性
、
世
帯
の

連
続
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
世
帯
の
継
続
性
を
認
め
た
。

7
知
立
市

Ｘ
市
の
Ａ
擬
制
世
帯

主
が
、
Ｙ
市
に
転
居

し
た
場
合
に
つ
い
て

(６
月
転
居
)

○
X
市
に
5
月
1
5
日
ま
で
、
甲
世
帯
と
し
て
Ａ

（
擬
制
世
帯
主
）
Ｂ
（
世
帯
員
）
Ｃ
の
3
人
が
住

ん
で
い
た
が
、
Ａ
（
擬
制
世
帯
主
）
が
Ｙ
市
に

転
出
と
同
時
に
社
会
保
険
に
加
入
し
乙
世

帯
と
な
り
、
元
の
Ｘ
市
で
は
Ｃ
が
擬
制
世
帯

主
と
な
っ
た
事
例
。

○
甲
世
帯
が
継
続
し
て
い
る

と
考
え
る
。

○
国
が
示
す
参
酌
基
準
の
Ⅰ
（
１
）
の
他
の
国
保
被
保
険
者
を
含
む
世

帯
と
関
わ
る
こ
と
が
な
く
、
当
該
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
数
が
変
ら
な

い
場
合
の
住
所
異
動
と
し
て
家
計
の
同
一
性
、
世
帯
の
連
続
性
が
認
め

ら
れ
る
世
帯
を
、
継
続
世
帯
と
認
め
た
。
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1 岡崎市

〇甲世帯の継続性を認めない。（乙世帯の継続性も認めない）

対応を行った根拠等

〇参酌基準Ⅱ（世帯合併による一の世帯で完結しない住所異動）により異動の前後で主
宰する世帯主が一致していないため。
世帯継続判定事例集（平成30年6月18日）№14参照

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

Ｙ市の世帯員がＸ市の甲世帯の世帯主として転入した場合

事例

○Ｙ市の世帯員ＣがＸ市の世帯主として転入した場合、甲世帯の継続は。
（実例ではなく、参酌基準にない例を載せています。）

対応

Ｃ

世帯主

Ａ

世帯員

開始 開始

終了 終了

Ｂ

世帯主

Ｃ

世帯員

開始

終了

乙世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

4月15日

5月15日

5月15日

Ｙ市
記号番号 5678

甲世帯 丙世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

4月15日 世帯情報
適用開始・終了
年月日

Ａ

世帯主

異動前 異動後

Ｘ市 Ｘ市
記号番号 1234 記号番号 5678
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2 岡崎市

○Ｙ市の乙世帯は、国民健康保険被保険者ではないので、甲世帯の継続性は認められ
る。

対応を行った根拠等

○合併が国保被保険者との合併でないことから、国が示す参酌基準のⅠ単なる住所移
動等の一の世帯のみで完結する住所異動であると判断して、世帯の継続性を認める。

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

国保世帯に擬制世帯主が転入した場合

事例

○Ｘ市の甲世帯がＹ市の乙世帯と合併。乙世帯のＣ擬主となる場合、甲世帯の継続は。
（実例ではなく、参酌基準にない例を載せています。）

対応

Ａ

世帯主

Ｂ

世帯員

Ｃ

擬主

Ａ

世帯員

Ｂ

世帯員

開始 開始

終了 終了

開始

終了

乙世帯

Ｃ

住基上
世帯主

世帯情報
適用開始・終了
年月日

4月15日

Ｙ市
記号番号

甲世帯 甲世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

4月15日 世帯情報
適用開始・終了
年月日

異動前 異動後

Ｘ市 Ｘ市
記号番号 1234 記号番号 1234
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3 岡崎市

〇甲世帯の継続性を認めない。（乙世帯の継続性も認めない）

対応を行った根拠等

〇国の参酌基準の前提
高額療養費の多数回該当に係る該当回数は、世帯の継続性が認められる場合に同一
都道府県内の市町村間で通算する。
世帯継続判定事例集（平成30年6月18日）№14参照

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

県外からの転入者が当市既存世帯の世帯主となった場合

事例

○県外の人が転入し当市既存の世帯の世帯主になったら、当市既存の転入される側の
世帯（元世帯）の継続性は認められるか。（実例ではなく、参酌基準にない例を載せてい
ます。）

対応
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4 一宮市

○乙世帯の継続性が認められるため、高額療養費の多数回該当のカウントを引き継ぐ。
サポートサイトに質問票を送付。

対応を行った根拠等

○世帯継続判定事例集（平成30年6月18日）№27、46を参考とした。
サポートサイトに質問票を送付し、国保情報集約システム関係質問回答一覧表項番１３２の
とおり回答があった。

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

Ｘ市の甲世帯、Y市の乙世帯が、Ｚ市に転入した場合について(平成30年8月転入)

事例

○Ｘ市に８月２９日まで甲世帯としてＡ（住基上世帯主）が、Ｙ市に８月２９日まで乙世帯として
Ｂ（世帯主）が住んでいたが、同時にＺ市に転入しＡが擬制世帯主・Ｂが世帯員となった。

対応

Ａ

住基上
世帯主

開始

終了

Ｂ

世帯主

開始

終了

Ａ

擬主

Ｂ

世帯員

開始

終了

Ｙ市
記号番号 1234

乙世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

平成30年7月1日

平成30年8月29日

世帯情報
適用開始・終了
年月日

異動前 異動後

Ｘ市
記号番号

甲世帯

Ｚ市
記号番号 5678

乙世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

平成30年8月29日
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5 一宮市

○甲世帯の継続性が認められるため、高額療養費の多数回該当のカウントを引き継ぐ。
サポートサイトに質問票を送付。

対応を行った根拠等

〇世帯の継続性判定事例集（平成30年6月18日）№27を参考にした
サポートサイトに質問票を送付し、国保情報集約システム関係質問回答一覧表項番１３
２のとおり回答があった。

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

Ｘ市の甲世帯が、Ｙ市に転入した場合について(8月転入)

事例

○X市に8月1日まで、甲世帯としてＡ（世帯主）Ｂ（国保世帯主）の2人が住んでいたが、Ｙ
市ではＡが擬制世帯主・Ｂは世帯員として転入した。

対応

Ａ

住基上
世帯主

B

国保上
世帯主

開始

終了

Ａ

擬主

Ｂ

世帯員

開始

終了

異動後

Ｘ市
記号番号 1234

甲世帯

世帯情報
適用開始・終了

年月日

平成29年8月2日

平成30年8月1日

異動前

Y市
記号番号 5678

甲世帯

世帯情報
適用開始・終了

年月日

平成30年8月1日
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6 小牧市

○甲世帯の継続性は認める

対応を行った根拠等

○国が示す参酌基準Ⅰ単なる住所移動等の一の世帯のみで完結する住所異動であると
判断して、家計の同一性、世帯の連続性があるものとして、世帯の継続性を認めた。

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

X市の甲世帯が、Y市に転入した場合について（H30.５月転入）

事例

○X市に５月８日まで、甲世帯としてA（世帯主）B（世帯員）Ｃ（社保）の３人が住んでいた
が、Y市にC（擬制世帯主）A（世帯員）B（世帯員）として転入した。

対応

Ａ

世帯主

Ｂ

世帯員

Ｃ

-

開始

終了

Ｃ

擬主

Ｂ

世帯員

Ａ

世帯員

開始

終了

Ｙ市
記号番号 5678

甲世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

5月9日

世帯情報
適用開始・終了
年月日

10月2日

5月9日

異動前 異動後

Ｘ市
記号番号 1234

甲世帯
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7 知立市

○甲世帯が継続していると考える。

対応を行った根拠等

○国が示す参酌基準のⅠ（１）の他の国保被保険者を含む世帯と関わることがなく、当該
世帯内の国保被保険者数が変らない場合の住所異動として家計の同一性、世帯の連続
性が認められる世帯を、継続世帯と認めた。

世帯の継続性
（国が示す参酌基準以外で、県内市町村間の異動につい
て判断に困った事例）

タイトル

Ｘ市のＡ擬制世帯主が、Ｙ市に転居した場合について(６月転居)

事例

○X市に5月15日まで、甲世帯としてＡ（擬制世帯主）Ｂ（世帯員）Ｃの3人が住んでいた
が、Ａ（擬制世帯主）がＹ市に転出と同時に社会保険に加入し乙世帯となり、元のＸ市で
はＣが擬制世帯主となった事例。

対応

Ａ

擬主

Ｂ

世帯員

Ｃ

-

Ｃ

擬主

Ｂ

世帯員

開始 開始

終了 終了

Ａ

住基上
世帯主

開始

終了

Ｙ市
記号番号

乙世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

5月15日

世帯情報
適用開始・終了
年月日

4月15日

5月15日

異動前 異動後

Ｘ市
記号番号 1234

甲世帯

Ｘ市
記号番号 7890

甲世帯

世帯情報
適用開始・終了
年月日

5月15日
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